
届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 1 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,0227,9 江藤歯科口腔外科クリ
ニック

〒658-0047
神戸市東灘区御影２丁目
１９－５

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1410号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

01,0388,9 ふじもと歯科診療所 〒658-0081
神戸市東灘区田中町二丁
目９－１３

口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第874号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第827号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

01,0392,1 Ｌｅｓ芦屋デンタルク
リニック

〒658-0012
神戸市東灘区本庄町２丁
目８番３６号

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1594号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,0304,4 内川歯科医院 〒657-0846
神戸市灘区岩屋北町４－
５－１６

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3612号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103656号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103886号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3345号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2376号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第591号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
光学印象
　　　（光印象）第725号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3605号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第596号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第547号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5519号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 2 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

05,0331,0 あい歯科 〒652-0807
神戸市兵庫区浜崎通３番
１５号ＪＲ兵庫駅前第２
ＮＫビル２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3604号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103649号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103879号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2370号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第587号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3598号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5512号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

06,0273,2 神戸けやき歯科クリニ
ック

〒653-0855
神戸市長田区長尾町１丁
目７－２７－１０１

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3339号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

07,0222,7 パレスデンタルクリニ
ック

〒654-0081
神戸市須磨区高倉台１丁
目１番７号Ｔｅｒｒａｓ
Ｍａクリニックモール１
０１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4529号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

08,0291,0 むらいデンタルクリニ
ック

〒655-0854
神戸市垂水区桃山台４－
２－１垂水桃山台ビル１
０１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4357号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

09,0286,8 井上歯科医院 〒662-0918
西宮市六湛寺１２－１０
サングリーンビル２階

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4549号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

09,0418,7 うえは歯科医院 〒663-8006
西宮市段上町４－４－５
ベルコート仁川１０１

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第1002号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

09,0557,2 ソノ歯科医院 〒663-8232
西宮市津門宝津町１１－
１３

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1589号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

09,0741,2 相原歯科医院 〒663-8178
西宮市甲子園八番町２番
３号

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2368号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第409号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

09,0781,8 ほりかわ歯科クリニッ
ク

〒663-8152
西宮市甲子園町２６番１
４号甲子園メディカルプ
ラザ３０２

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1405号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 3 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

09,0845,1 甲子園駅前ながた歯科 〒663-8177
西宮市甲子園七番町１番
２７号甲子園アルカス１
階

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第312号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

09,0863,4 オクノ歯科医院 〒663-8114
西宮市上甲子園１－２－
２３ルモン上甲子園２０
１

外来後発医薬品使用体制加算
　　　（外後発使）第1484号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　外来後発医薬品使用体制加算１

09,0886,5 けいデンタルクリニッ
ク

〒662-0036
西宮市大井手町１１－２
６

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3605号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103650号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103880号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3340号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1406号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
地域医療連携体制加算
　　　（歯地連）第821号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2371号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第314号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3599号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5513号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1586号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 4 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

09,0887,3 西宮北口アネックスデ
ンタルクリニック・矯
正歯科

〒663-8033
西宮市高木東町１５番１
号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4542号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3606号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103652号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103882号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3342号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1407号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第945号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2372号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第891号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第589号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第902号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第1004号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第721号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3600号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第544号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5515号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 5 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

09,0891,5 氷見歯科医院 〒662-0036
西宮市大井手町７－２２
－１０２チェリーアベニ
ュー夙川

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4546号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3609号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103654号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103884号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3344号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1409号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2374号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第315号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第892号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3603号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5517号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1587号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

11,0137,9 庄田歯科医院 〒665-0815
宝塚市山本丸橋１丁目５
－３０ソレイユ山本１０
５

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第900号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
光学印象
　　　（光印象）第719号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

11,0214,6 安福歯科医院 〒665-0011
宝塚市南口１丁目８番２
０号

歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第889号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

11,0245,0 奥田歯科クリニック 〒665-0845
宝塚市栄町一丁目１番９
号アールグラン宝塚２０
２

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1593号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

11,0319,3 ささはら歯科クリニッ
ク

〒665-0034
宝塚市小林４丁目６－２
５

光学印象
　　　（光印象）第723号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

12,0046,0 嶋谷歯科医院 〒669-1513
三田市三輪２丁目４－６
　マルワハイツ２、１階

光学印象
　　　（光印象）第720号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 6 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

12,0111,2 三田駅前歯科 〒669-1529
三田市中央町１０－１０
中央第一ビル４Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3615号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2377号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第894号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3607号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5521号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

20,0418,4 明石カメリアクリニッ
ク

〒673-0885
明石市桜町１４番１９号

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第410号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0079,0 脇本歯科 〒675-0057
加古川市東神吉町神吉８
２３－２７１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1588号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0265,5 いどう歯科口腔外科ク
リニック

〒675-0066
加古川市加古川町寺家町
３０３ニッケパークタウ
ンクリニックモール加古
川１Ｆ

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第313号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0274,7 河合歯科医院 〒675-0054
加古川市米田町平津６８
３番地

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1591号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0289,5 あじさい歯科 〒675-0066
加古川市加古川町寺家町
６４７番地

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第316号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0292,9 打田歯科医院 〒675-0022
加古川市尾上町口里５３
－１

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第905号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

22,0299,4 やすひろ歯科クリニッ
ク

〒675-0032
加古川市加古川町備後４
番地５

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4550号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月16日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3610号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月16日

26,0038,7 宮崎歯科医院 〒675-2312
加西市北条町北条１６－
５

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第904号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

30,0798,8 一般社団法人尼崎市歯
科医師会　尼崎口腔衛
生センター

〒660-0892
尼崎市東難波町４丁目１
３番１４号

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2369号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

31,0113,8 西島歯科クリニック 〒666-0116
川西市水明台１丁目１－
１２９

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4526号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 7 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

31,0116,1 市川歯科医院 〒666-0033
川西市栄町１５－９

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4527号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

31,0182,3 頭司歯科口腔外科クリ
ニック

〒666-0006
川西市萩原台西一丁目５
３番地

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4528号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

31,0196,3 さくら木歯科こども歯
科

〒666-0124
川西市多田桜木２丁目９
－６

口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第875号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第828号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

36,0038,6 まさと歯科医院 〒679-4109
たつの市神岡町東觜崎５
４６－１０

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103889号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

40,0680,7 山下歯科診療所 〒671-0224
姫路市別所町佐土１丁目
１３４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4556号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

40,0821,7 北風歯科診療所 〒670-0961
姫路市南畝町６７２－６

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1590号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 8 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

40,0822,5 みやび歯科クリニック 〒670-0871
姫路市伊伝居５３３番２
２

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4543号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3607号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103653号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103883号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3343号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1408号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第946号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2373号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第590号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第1005号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第722号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3601号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第595号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第545号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5516号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1585号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

44,0061,2 クラノ歯科・矯正歯科
クリニック

〒668-0052
豊岡市九日市下町６４－
５

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103888号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

50,0228,4 デンタルクリニック　
ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　
ＫＯＢＥ

〒651-1132
神戸市北区南五葉２丁目
１番地２８号エクセル西
鈴１０１

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第1411号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

51,0439,5 雅ホリスティック歯科 〒650-0021
神戸市中央区三宮町３丁
目９－１５東亜ビル４階

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第1592号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 9 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

51,0525,1 奥田歯科医院 〒650-0016
神戸市中央区橘通４丁目
２－６

口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第872号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第825号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

51,0560,8 あおたに歯科 〒651-0052
神戸市中央区中島通２－
１－１０青谷塚本ビル１
－ＡＢ

歯科診療特別対応連携加算
　　　（歯特連）第129号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
在宅療養支援歯科診療所１
　　　（歯援診１）第145号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

51,0569,9 日髙歯科 〒650-0011
神戸市中央区下山手通四
丁目６－１１エクセル山
手１Ｆ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第4557号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

51,0581,4 ヨルソラ歯科クリニッ
ク　三宮院

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通３
丁目１番１７号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3611号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103655号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103885号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第2375号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第724号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3604号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5518号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 10 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

51,0583,0 三宮はともとデンタル
クリニック

〒650-0021
神戸市中央区三宮町１丁
目６番１１号三宮本通ビ
ル　２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3608号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103651号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103881号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3341号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第890号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第588号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第873号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第901号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第1003号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3602号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第543号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第826号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5514号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 4月 8日　から　令和 8年 4月23日　　歯科］ 令和 8年 4月27日作成 11 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

51,0587,1 神戸元町グレイスデン
タルクリニック

〒650-0022
神戸市中央区元町通６丁
目７－９

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第3613号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第103657号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第103887号　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第3346号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第411号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第893号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第592号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第876号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第903号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
光学印象
　　　（光印象）第726号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第3606号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第546号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第829号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第5520号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

52,0185,2 榎本歯科医院 〒651-2131
神戸市西区持子３－２９
－２

歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第542号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


